
放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会の検討状況について①

＜検討状況＞
○ 第1回検討会（平成27年3月31日）
特措法の概要説明等を実施。
議題（１）検討会の進め方について

（２）法律の概要等について
（３）法律の施行状況の概要について
（４）その他

○ 第2回検討会（平成27年5月26日）
環境回復検討会における検討状況を含め、除染に関する

施行状況の報告・評価を実施。
議題（１）除染の実施状況について

（２）知識の普及、調査研究、技術開発等について
（３）除染に係る技術的課題等の対応状況について
（４）自治体アンケート調査＊の結果等

（除染に関する部分）について
（５）その他

＊ 検討会における議論の参考とするため、平成27年4月7日～28日に全関係
自治体（13都県、157市町村）を対象とした同法の施行に関するアンケート
調査を実施。自治体から提出された調査票は環境省ホームページにおい
て公表中。（除染関係については8県111市町村に送付し、回収率89.9％）

資料７
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＜設置要綱（抄）＞

１．目的

放射性物質汚対処特措法附則第５条におい
て、同法の施行後３年を経過した場合におい
て、法律の施行の状況について検討を加え、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とされていることを踏まえ、特措法の施行状況
の検討を行うため、「放射性物質汚染対処特
措法施行状況検討会」（以下「検討会」とい
う。）を設置する。

２．検討事項
（１）特措法の施行状況に係る事項

（２）その他特措法の施行に当たり必要となる
事項
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＜今後の予定＞

○ 今後、第3回検討会（平成27年6月
26日開催予定）において中間貯蔵、
汚染廃棄物の処理に関する施行
状況の報告・評価を実施。

○ その後必要に応じて開催し、夏頃
を目途に点検の結果についてとり
まとめを行う予定。

放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会の検討状況について②

＜検討会委員＞

○ 浅野 直人 福岡大学法科大学院特任教授
大迫 政浩 (独)国立環境研究所

資源循環・廃棄物研究センター長
大塚 直 早稲田大学法学部教授
岡田 光正 放送大学教授、広島大学名誉教授
酒井 伸一 京都大学環境保全センター長・教授
坂本 和彦 埼玉県環境科学国際センター 総長
崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー
田中 勝 鳥取環境大学サステナビリティ研究所長
中杉 修身 元上智大学大学院

地球環境学研究科教授
新美 育文 明治大学大学院法学研究科教授
森 久起 中間貯蔵･環境安全事業株式会社

中間貯蔵事業部技術アドバイザー
（○座長）



環境回復検討会について

○放射性物質汚染対処特措法の公布直後（平成23年9月）に、特措法の基本方針、除染
実施に係る地域指定の考え方、除染等の措置等の実施方法等の、除染の根幹となる技
術的事項を検討するため、環境回復検討会（座長：鈴木基之東京大学名誉教授）を設置。

○平成23年9月からこれまでに15回開催し、除染等の措置等に係る環境省令やガイドラ
イン等に関連する多くの技術的事項に関する報告・検討を実施。

＜これまでの報告・検討事項＞

・汚染状況の調査測定手法
・地域指定の考え方
・除染等の措置の実施方法
・収集・運搬基準
・保管基準
・仮置場の施設要件
・各種除染手法の効果検証

・森林ガイドライン
・河川・湖沼等ガイドライン

＜環境回復検討会委員＞
稲垣 隆司 岐阜薬科大学 学長
大迫 政浩 国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター長
太田 猛彦 東京大学名誉教授
大塚 直 早稲田大学法学部教授
崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー
○鈴木 基之 東京大学名誉教授
中静 透 東北大学大学院生命科学研究科教授
中杉 修身 上智大学元教授
新美 育文 明治大学大学院法学研究科教授
林 誠二 国立環境研究所地域環境研究センター土壌環境研究室長
武石 稔 日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門

福島環境安全センター 技術主席
古米 弘明 東京大学大学院工学系研究科教授
細見 正明 東京農工大学大学院工学研究院教授
森 久起 中間貯蔵・環境安全事業(株)中間貯蔵事業部 技術アドバイザー
森口 祐一 東京大学大学院工学系研究科教授
（○座長）

（参考）第2回放射性物質汚染対処特措法施行状況検
討会「資料３ 除染に係る技術的課題等の対応状況に
ついて」より抜粋
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除染関係ガイドライン 平成23年12月第1版

○放射性物質汚染対処特措法第40条第１項に基づく土壌等の除染等の措置の基準及
び第41条第１項に基づく除去土壌の収集・運搬・保管の基準等の具体的な方法につい
て環境回復検討会において検討を実施。

○平成23年12月に環境省令の公布とともに「除染関係ガイドライン第１版」を公表。

表題 記載内容

第１編 汚染状況重点調査地
域内における環境の汚
染状況の調査測定方
法に係るガイドライン

除染実施区域を決定する基本的な考え方
及び測定機器の種類使用方法等

第２編 除染等の措置に係るガ
イドライン

「洗浄」や「表土の削り取り」などの除染等
の措置の具体的な実施方法（対象物ごと
に「工作物及び道路」「土壌」「草木」「その
他」に分類）

第３編 除去土壌の収集・運搬
に係るガイドライン

除去土壌の収集・運搬における、「放射性
物質の飛散・流出防止の要件」及び「遮へ
いのための要件」等

第４編 除去土壌の保管に係る
ガイドライン

除去土壌を仮置場や除染現場において
保管する際の施設要件や管理方法

＜除染関係ガイドライン第1版の構成＞
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除染関係ガイドライン 平成25年5月第２版
○ガイドライン第１版の策定以後約1年間の除染の実施状況を踏まえ、以下の事項について環境回復検討会
において評価・検討を実施。
・除染作業等から蓄積されてきた知見
・除染作業の効果に関する分析結果
・各自治体が除染を実施するに当たっての質問・協議事項
・除染適正化プログラムにおける対応

○上記の検討を踏まえ盛り込むべき事項を整理し、平成25年5月に「除染関係ガイドライン第2版」を公表。

改訂のポイント 具体的改訂内容

新たな技術の取り込み 超高圧水洗浄、回収型高圧水洗浄、スチーム洗浄、人工芝の除染 等の追記

除染作業のノウハウ、効果
的・効率的な手法等の取り
込み、除染対象の明確化

①除染手法毎の除染効果を高めるための留意点の記載

例）屋根の除染（拭き取り、高圧水洗浄の注意点）、草木の除染（芝の深刈りの
方法）等
②測定に関する記載の整理及び充実（表面汚染密度、GMサーべイメータ、時
定数等）
③除染対象となる農業用用排水路の位置づけ

不適正な除染に対する対応 ①排水の処理に関する具体的な方法の記載
②用具の洗浄等に関する具体的な方法の記載

わかりやすさの向上 ①除染作業手順のフローチャート化
②写真の全面的な入れ替え及び追加

リスクコミュニケーションの
観点からの説明の充実

①放射性物質の水への溶解性、土壌への吸着に関するデータの記載
②保管（仮置場）における地下水モニタリングに関するデータの記載

＜除染関係ガイドライン第２版の改訂内容＞
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森林除染の方針
○森林除染の方針について環境回復検討会において検討を行い、森林を「エリアA：住居等近隣の森林」「エリア
B：作業者等が日常的に立ち入る森林」「エリアC：エリアA､B以外の森林」に分類。エリアA及びエリアBにおける森
林除染の方針を修正・追加し、平成25年12月に除染関係ガイドラインの追補版を公表。

住民の安全・安心の確保のため、森
林から生活圏への放射性物質の流
出・拡散の実態把握と流出・拡散防
止を推進【C】
・下層植生が衰退している箇所にお
ける試行的な流出防止対策の実施

・森林からの放射性物質の飛来等の
実態把握

住居等近隣の
森林除染【A】

奥地の林業が営まれていた森林

人が日常的に立ち
入る森林の除染【B】

ほだ場の除染
の明確化【B】

林野庁

谷間にある線量が高い居住地を取り囲
む森林等において、効果的な個別対応
を例外的に２０ｍよりも広げて実施【A】

追加的な堆積有機物残さ
の除去と土砂流出対策の

適切な実施【A】

知見の共有

環境省 地元の協力を得つつ
取組みを推進

放射性物質の影響に対処しつつ適
正な森林管理を進めていくための
方策の推進【C】
・林業再生対策の実証

・放射性物質の拡散防止等の技術
の検証・開発
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河川・湖沼等の除染の方針
○河川・湖沼等における除染の方針について環境回復検検討会において検討を行い、以下の方
針を決定。

「河川・湖沼等ついては、一般的には水の遮へい効果（水深１ｍで９９％以上）があり、周辺の空間
線量への寄与が極めて小さい。したがって、水が干上がった場合等に、水の遮へい効果が期待で
きず、放射性Csの蓄積により空間線量が高く、かつ、一般公衆の活動が多い生活圏に該当すると
考えられる箇所について、必要に応じ、除染を実施する。」

○上記方針を踏まえて、平成26年12月に除染関係ガイドラインの追補版を公表。

湖沼

河川敷

河

＊モニタリングの継続及
び流域全体での放射性
Csの環境動態を把握する
ための長期的視点から
の調査・研究を実施

ため池

ダム

飲料水
食品

一般公衆の活動が多
い施設（公園やグラウ
ンドといった河川敷の
一部を占用した公共
施設など）等において
は、空間線量を周辺
の生活圏と比較した
上で、必要に応じ、生
活空間の一部として、
除染を実施

住宅や公園など生活圏
に存在するため池で、
一定期間水が干上がる
ことによって、周辺の空
間線量が著しく上昇す
る場合には、必要に応
じ、生活空間の一部とし
て、除染を実施

＊営農再開・農業復興
に向けた対策について
は、農林水産省が実施

食品検査や浄水場にお
ける水質検査等により
継続的な対策を実施

農地

水の遮へい効果があり、生活
圏の空間線量への寄与が小
さいことから、除染は実施し
ない

川
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③住民へのきめ細かな対応
住民からの心配の声等に対応するため、モニタリングやリスクコミュニケーションを丁寧に進める。

ⅱ）フォローアップ除染

除染効果が維持されていない箇所が確認された場合には、個々の現場の状況に応じて原因を可能な
限り把握し、合理性や実施可能性を判断した上で、フォローアップの除染を実施する。

※ただし、除染の効果は面的には維持されていると考えられるため、面的な除染は基本的には再度実施しない。

ⅰ）詳細な事後モニタリング
除染効果の維持を確認するため、おおむね半年から１年後に事後モニタリングを実施する。

①効果の維持確認・フォローアップ除染

その他
• 個人線量の把握・管理や健康相談等、除染以外の対策については、関係省庁、自治体等と連携する。

• フォローアップ除染の実施の合理性の判断や対象範囲の設定、リスクコミュニケーション等、住民へのきめ細かな対応に当たっては、個人線量の
把握・管理等の検討、実施状況を踏まえつつ、個人の追加被ばく線量にかかる長期的目標に照らし、これらを活用する。

②継続モニタリング
除染を実施した区域について、除染特別地域又は汚染状況重点調査地域の解除まで、継続のモニタリン
グを実施する。

除染のフォローアップ
○除染実施後のフォローアップは、汚染の状況、地域の状況、利用状況等に応じて、以下の①～③
から必要なものを選択して実施することについて平成26年3月に、環境回復検討会において検討・公
表。
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環境回復検討会の報告・検討事項について

○環境回復検討会においては、これまで除染等の措置の実施方法や収集・運搬基準など
数多くの事項について検討を行ってきたが、引き続き以下の事項について報告・検討を行
う予定。

引き続き
報告・検討を行う事項

報告・検討
を行ってきた事項

地域指定の考え方

除染等の措置の実施方法

収集・運搬基準

保管基準

処分基準

河川・湖沼等ガイドライン

森林ガイドライン

森林の放射性物質対策

フォローアップ除染

個人線量と空間線量率の関係

各種除染手法の効果検証

リスクコミュニケーション

モニタリング

汚染状況の調査測定手法

仮置場の施設要件

研究・開発

仮置場等の安全性の確認

第13回環境回復検討会（平成27年1月30日）資料3より 9


